
第10回（平成22年11月25日）厚生労働省

「審査支払機関の在り方に関する検討会」

参考資料３〈抄〉

社会保険診療報酬支払基金提出資料

１ 医療の地域差と審査の地域差との関係（略）

２ 医療の地域差を勘案した審査の実施（略）

３ 審査委員会に対する保険者の関与（略）

４ 原審査の査定に関する情報の開示

平成２２年１１月２５日

社会保険診療報酬支払基金



原審査の査定に関する情報の開示

○ 第９回厚生労働省検討会において、「保険者にとっては、原審査における

査定の内容及び理由が不明である。」という趣旨の発言があったところ。

○ 医療機関によって提出されたレセプトについては、支払基金の原審査を
経て、すべて保険者に送付。
その中では、原審査における査定の内容及び理由を確認することが可能。

（注） 健保連が開発して保険者に提供している「レセプト情報管理システム」においては、査定に係る
電子レセプトのデータを医療機関単位等で一覧的に表示することが可能であるものと承知。

○ これらのうち、原審査における査定の理由については、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの記号
で表示。

Ａ＝適応外 Ｂ＝過剰・重複 Ｃ＝その他の医学的理由
Ｄ＝算定要件

（注） 再審査における原審どおりの理由については、医科にあっては４６件、歯科にあっては２０件の
コードで表示。あわせて、必要に応じてコメントを付記。
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